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方
で
、
災
害
減
免
法
の
場
合
に
は
、
住
宅
、

家
財
に
限
ら
れ
る
。

　

別
荘
や
貴
金
属
類
等
で
１
個
ま
た
は
１

組
の
価
格
が
30
万
円
を
超
え
る
も
の
は
対

象
外
と
な
る
の
は
雑
損
控
除
と
同
様
で
あ

る
。

２
． 

災
害
減
免
法
に
よ
る

相
続
税
・
贈
与
税
の
軽
減

⑴
相
続
税
の
減
免

　

相
続
ま
た
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
財

産
に
つ
い
て
、
災
害
に
よ
り
、
相
続
税
の

課
税
価
格
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
財
産

の
価
額
の
10
％
以
上
の
被
害
を
受
け
た
と

き
に
は
、
図
表
２
の
と
お
り
相
続
税
が
軽

減
さ
れ
る
。

⑵
贈
与
税
の
軽
減

　

贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
に
つ
い
て
、

災
害
に
よ
り
、
贈
与
税
の
課
税
価
格
の
計

算
の
基
礎
と
な
っ
た
財
産
の
価
額
の
10
％

以
上
の
被
害
を
受
け
た
と
き
に
は
、
贈
与

税
が
軽
減
さ
れ
る
。

　

贈
与
に
よ
っ
て
取
得
し
た
財
産
の
価
額

か
ら
、
被
害
を
受
け
た
部
分
で
、
保
険
金
、

損
害
賠
償
金
等
で
補
て
ん
さ
れ
な
か
っ
た

部
分
の
価
額
を
控
除
し
て
課
税
価
額
を
計

算
す
る
。

　

こ
の
場
合
、
贈
与
税
の
申
告
書
に
、
被

害
の
状
況
や
被
害
額
等
を
記
載
し
、
原
則

と
し
て
申
告
期
限
内
に
提
出
す
る
。

　

雑
損
控
除
と
は
、
災
害
な
ど
に
よ
り
、

資
産
に
つ
い
て
損
害
を
受
け
た
場
合
等
に

は
、
一
定
の
金
額
の
所
得
控
除
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
（
図

表
１
）。

⑵
災
害
減
免
法
に
よ
る
所
得
税
の
軽
減
免

除
　

災
害
に
よ
り
住
宅
や
家
財
に
損
害
を
受

け
た
と
き
は
、
損
害
額
が
住
宅
ま
た
は
家

財
の
２
分
の
１
以
上
で
、
か
つ
、
前
述
の

雑
損
控
除
の
適
用
を
受
け
な
い
場
合
、
災

害
減
免
法
に
よ
り
所
得
金
額
に
応
じ
て
所

得
税
額
が
軽
減
免
除
さ
れ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
合
計
所
得
金
額
が
５
０

０
万
円
以
下
の
場
合
は
所
得
税
の
全
額
が

免
除
さ
れ
る
。
合
計
所
得
金
額
が
５
０
０

万
円
を
超
え
７
５
０
万
円
以
下
の
場
合
は

所
得
税
額
の
２
分
の
１
が
、
合
計
所
得
金

額
が
７
５
０
万
円
を
超
え
１
０
０
０
万
円

以
下
の
場
合
は
所
得
税
額
の
４
分
の
１
が
、

軽
減
さ
れ
る
。

　

住
宅
ま
た
は
家
財
と
は
、
自
己
ま
た
は

そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
そ
の

他
の
親
族
で
、
そ
の
年
分
の
合
計
所
得
金

額
が
38
万
円
以
下
で
あ
る
者
が
所
有
す
る

常
時
起
居
す
る
住
宅
ま
た
は
日
常
生
活
に

通
常
必
要
な
家
具
、
什
器
、
衣
服
、
書
籍

そ
の
他
の
家
庭
用
動
産
を
い
う
。
雑
損
控

除
の
場
合
に
は
、
棚
卸
資
産
等
特
定
の
資

産
を
除
く
一
切
の
資
産
が
対
象
と
な
る
一

　

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
の
被
災
者
の

皆
さ
ま
に
、
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ

ま
す
。

１
． 

災
害
に
対
す
る

所
得
税
の
減
免
措
置

　

震
災
に
よ
り
、
住
宅
や
家
財
な
ど
に
損

害
を
受
け
た
と
き
は
、
確
定
申
告
で
、
所

得
税
法
の
雑
損
控
除
、
災
害
減
免
法
に
よ

る
軽
減
免
除
に
よ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
有

利
な
方
法
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
所
得
税

の
全
部
ま
た
は
一
部
を
軽
減
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

⑴
雑
損
控
除

が
困
難
な
場
合
の
納
税
の
猶
予

　

災
害
に
よ
り
国
税
を
一
時
に
納
付
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
税
務
署
長
に
申
請
を
す
る
こ
と
に
よ

り
納
税
の
猶
予
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

納
税
の
猶
予
期
間
は
、
原
則
と
し
て
１

年
以
内
の
期
間
に
限
ら
れ
る
が
、
猶
予
の

期
間
内
に
納
付
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な

い
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
す
で
に
認
め
ら

れ
て
い
る
猶
予
期
間
と
合
わ
せ
て
２
年
を

超
え
な
い
期
間
内
で
、
申
請
に
よ
り
納
税

３
． 

災
害
を
受
け
た
と
き
の
納
税

の
猶
予
等
の
取
扱
い
（
国
税
通

則
法
お
よ
び
災
害
減
免
法
）

⑴
納
税
の
猶
予

　

被
災
者
は
、
一
定
の
国
税
に
つ
い
て
納

税
の
猶
予
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
制
度
に
は
、
災
害
に
よ
り
相
当
な

損
失
を
受
け
た
場
合
の
納
税
の
猶
予
と
災

害
等
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
納
付
が
困
難

な
場
合
の
納
税
の
猶
予
が
あ
る
。

ア　

災
害
に
よ
り
相
当
な
損
失
を
受
け
た

場
合
の
納
税
の
猶
予

　

納
税
の
猶
予
を
受
け
ら
れ
る
被
災
者
は
、

災
害
に
よ
り
全
積
極
財
産
の
お
お
む
ね
20

％
以
上
の
損
失
を
受
け
た
被
災
者
で
あ
る
。

納
税
の
猶
予
を
受
け
ら
れ
る
国
税
は
、
損

失
を
受
け
た
日
以
後
１
年
以
内
に
納
付
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。
納
税
の
猶
予
期
間
は
、

損
失
の
程
度
に
よ
り
、
納
期
限
か
ら
１
年

以
内
の
期
間
と
な
る
。

イ　

災
害
等
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
納
付

給
者
の
災
害
に
よ
る
損
害
金
額
が
、
住
宅

ま
た
は
家
財
の
価
額
の
２
分
の
１
以
上
で
、

か
つ
、
そ
の
年
分
の
合
計
所
得
金
額
の
見

積
額
が
１
０
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
場
合

に
は
、
所
得
金
額
の
見
積
額
に
応
じ
て
、

源
泉
所
得
税
額
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
つ

い
て
徴
収
猶
予
や
還
付
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

ま
た
、
災
害
に
よ
る
住
宅
や
家
財
の
損

害
金
額
が
こ
れ
ら
の
価
額
の
２
分
の
１
未

満
、
ま
た
は
、
そ
の
年
分
の
合
計
所
得
金

額
の
見
積
額
が
１
０
０
０
万
円
を
超
え
る

場
合
で
も
、
災
害
に
よ
る
損
害
金
額
に
つ

い
て
雑
損
控
除
の
適
用
が
受
け
ら
れ
る
と

き
に
は
、
源
泉
所
得
税
の
徴
収
猶
予
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

徴
収
猶
予
や
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る

場
合
、
給
与
ま
た
は
公
的
年
金
等
の
支
払

者
を
経
由
し
て
、
被
災
者
の
納
税
地
の
所

轄
税
務
署
長
（
※
） （
還
付
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
は
、
直
接
納
税
地
の
所
轄
税

務
署
長
）
に
源
泉
所
得
税
の
徴
収
猶
予
・

還
付
申
請
書
等
の
書
類
を
提
出
す
る
。

※ 

支
払
者
の
源
泉
所
得
税
の
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長

に
提
出
も
可
能
。 

図表１　雑損控除の概要

資産の所有者

○納税者、
　あるいは、
○納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の
総所得金額等が38万円以下の者

対象資産
○生活に通常必要な住宅、家具、衣類など
○事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で１個または
１組の価額が30万円を超えるものなどは対象外

控除できる
金額

次の二つのうちいずれか多いほうの金額
（１）　（差引損失額）－（総所得金額等）×10％
（２）　（差引損失額のうち災害関連支出の金額）－５万円
※損失額がその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌
年以後（３年間が限度）に繰り越して、各年の所得金額から
控除することができる。雑損控除は他の所得控除に先だって
控除される

差引損失額の
計算

差引損失額＝損害金額（※１）＋災害関連支出の金額（※２）
－保険金などにより補てんされる金額（※３）
※１　損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にし
て計算した損害の額
※２　災害により滅失した住宅、家財などを取り壊しまたは除
去するために支出した金額など
※３　災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの
金額

（出所）大和総研資本市場調査部制度調査課作成

鳥毛拓馬
大和総研
資本市場調査部
制度調査課　AFP
金融・証券税制、金融
商品会計を中心に税
制、会計制度の調査に
従事。著書として、「法
人投資家のための証券
投資の会計・税務」（共
著、大和証券刊）など。

の
猶
予
期
間
の
延
長
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

よ
っ
て
、
同
一
の
災

害
を
理
由
と
し
て
、
災

害
に
よ
り
相
当
な
損
失

を
受
け
た
場
合
の
納
税

の
猶
予
と
災
害
等
を
受

け
た
こ
と
に
よ
り
納
付

が
困
難
な
場
合
の
納
税

の
猶
予
お
よ
び
そ
の
猶

予
期
限
の
延
長
に
よ
り
、

最
長
３
年
間
の
猶
予
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑵
給
与
所
得
者
、
公
的

年
金
受
給
者
の
源
泉
所

得
税
の
徴
収
猶
予
お
よ

び
還
付

　

災
害
を
受
け
た
給
与

所
得
者
、
公
的
年
金
受

図表２　相続税の減免

申告書の提出
期限前に災害
を受けた場合

相続等により取得した財産の価額から、被害を受けた部分で、
保険金、損害賠償金等で補てんされなかった部分の価額を控除
して課税価額を計算。
相続税の申告書に、被害の状況や被害額等を記載し、原則とし
て申告期限内に提出。

申告書の提出
期限後に災害
を受けた場合

災害後に納付すべき相続税額で、課税価格の計算の基礎となっ
た財産の価額のうち、被害を受けた部分で、保険金、損害賠償
金等で補てんされなかった部分の価額に対応する金額が免除。
免除を受ける場合、被害の状況や被害額等を記載した申請書
を、災害のやんだ日から２ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長
に提出。

（出所）大和総研資本市場調査部制度調査課作成

のためのFP

Z O O M UP!
会計・税務

震災に対する
租税の減免措置等
震災 対
Vol.2

会
計
・
税
務 Z

O
O

M
 U

P
!

会
計
・
税
務 Z

O
O

M
 U

P
!

FA05P88-89 #3.indd   88-89FA05P88-89 #3.indd   88-89 11.4.9   5:31:05 PM11.4.9   5:31:05 PM
プロセスブラックプロセスブラック


